
2020 年８月７日 

PTA 会員の皆さま 

高 倉 中 学 校 PT A 会 長  小林 伸明 

 同  学 校 長   長田 光子 

 

PTA 総会だより 

 

盛夏の候、皆さまにはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

2020 年度ＰＴＡ総会は、これまでにない書面審議という形での実施となりました。 

皆さまのご理解、ご協力をいただき、役員一同お礼を申し上げます。 

 

１．会長あいさつ：小林 伸明 PTA 会長 

 

2020 年度、PTA 会長を務めさせていただきます小林伸明と申します。よろしくお願いいた

します。今年度の学校行事は、コロナウィルス感染防止のためにやり方を変えて行われます。

これには先生方の大変なご尽力があったと拝察しております。保護者を代表して、心より感謝

申し上げます。皆さま方も、それぞれのお立場で知恵をしぼって生活されていることでしょう。

何をするにも今回は中止にすべきか、別のやり方を模索するのか、常にゆさぶられますが、こ

れに正解はないように思われます。PTA 本部といたしましても、何をどこまでできるのかを考

え、手探りながらも役員一同、協力しあい、そして楽しく活動しようと思います。  

今年度の PTA のテーマは「共に」～分かち合い、助け合い～ です。学校・生徒・PTA が「共

に」新しい生活による社会の変化を肌で感じ、「共に」工夫を重ねた新しい高倉中が実現できま

すように、みんなで「分かち合い、助け合って」いければいいと願っております。  

 

２．学校長あいさつ：長田 光子 校長先生 

   

今年度のテーマは、「共に」～分かち合い 助け合い～ と資料に記してあります。今年度の状

況に合わせてか、ホッと温かなテーマに心を寄せています。ＰＴＡ活動についても、様々な制

限がある中でご苦労をお掛けしますが、よろしくお願い致します。  

今までのどおりの活動は残念ながら望めません。しかし、大切なのは規模を小さくしても、

内容を精選しても、方法が変わっても、時間が短くなっても、活動そのもののテーマは、お子

様を取り巻く保護者と教職員がどれだけ「共に」様々な活動を通して分かち合い、助け合うこ

とができるかです。 

 今年 3 月から「当たり前」でなくなって 5 ヶ月が過ぎています。不安や恐れはあるはずです

が、今まで積み上げてきた財産に支えられ、お子様は本当に良く頑張っています。保護者の皆

様の支え合ってのことだと思いますが、その頑張りに感謝する毎日です。  

 昨年度に引き続き、今年度のメンバーでできること、改善できることについて知恵を出し合

って、心を寄せ合って気持ちよく、優しく、温かな活動を共にしていきましょう。どうぞよろ

しくお願い致します。 

 

 

 



３．審議報告 

 

＜ＰＴＡ規約第九章１９条＞ 

総会の定足数は、全会員の５分の１(委任状を含む)とし、総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。 

 

（１）資格確認 全会員数 437 名 書面決議書提出 291 名  

   →定足数を満たしているため総会成立 

 

（２）審議結果 

議  題 賛成 反対 無回答 

議題 １． 2019 年度会計決算報告 

290 0 1 

議題 ２． 2019 年度ＰＴＡ会計監査報告 

議題 ３． 2020 年度ＰＴＡ事業計画案 

議題 ４． 2020 年度ＰＴＡ予算案について 

議題 ５． 慶弔規定について 

（単位:名） 

→各議題とも、過半数の同意をいただいているため、全て可決されました。 

 

 

４．ご意見・ご質問への回答（原文のまま記載しています） 

 

・いつもＰＴＡ総会などの委任状では押印があると思ったのですが気のせいでしょうか。  

  →会員氏名の署名があれば十分であるため、押印をやめることとしました。 

    押印忘れなどで、提出いただいたものが無効票となってしまうことが無くなります。  

 

・リサイクル制服等の展示は見たかったです。 

→例年とおりの標準服バザーが実施出来ないのは、担当している学年委員、本部とも残

念な思いでいます。今後の実施の有無については、感染状況を見ながら、まず、各学

年委員会で話し合い、そこから結論を出したいと考えています。 

 

・「体育祭、文化祭への保護者の参加はなし」について。 

今年はコロナで入学式も父親（もしくは母親）の片方の親しか出れていないため、父親の

方が一度も学校に行く機会がなく失望しています。コロナの人数が落ち着いていれば、学

年ごとに時間を分けるか、見る時間の短縮等で一度は通っている学校を見たいそうです。  

→（学校から見解をいただきました） 

６月の学校再開以降、藤沢市から出ているガイドラインに沿って、教育活動を進めて

います。 

そのガイドラインの中で、新型コロナウィルス感染症対策として、学校行事を実施す

る上での開催条件や配慮事項、徹底事項が示されており、その規準に則った上で実施

が認められています。 

体育的行事につきましても、「児童生徒のみで無観客で実施」「種目の制限」「時間短縮

開催の工夫」などが明記されています。コロナ禍以前ですと、「お子様が一生懸命に活



動している姿を参観してください」と積極的にお願いしておりましたが、現状では難

しい状況です。なお、実施後に学校ホームページ上に保護者向け動画配信を行う予定

です。お子様の安心、安全を確保するための新型コロナウィルス感染症対策に、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

以 上 

 

 

（編集 書記・小林紀子） 


